
特定健康診査受診率向上対策事業及び国民健康保険データヘルス計画中間評価 

業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目 的 

本要領は、宮代町国民健康保険被保険者の健康維持、増進及び医療費の適正化のため、

特定健康診査の受診率向上を目指し、受診勧奨その他の業務を実施する事業者を選定す

るにあたり、企画提案の内容や価格等を総合的に評価する公募型プロポーザル方式によ

り選定するために必要な事項を定めるものである。  
 

２ 業務内容 

令和８年度特定健康診査受診率向上対策事業及び国民健康保険データヘルス計画中

間評価業務委託に係る仕様書のとおりとする。 
※提案内容を踏まえて協議により変更する場合がある。  

 

３ 委託上限額 

委託上限額は 7,390,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） とする。 
本業務は単価契約とし、契約金額は、仕様書に示す予定数量に基づき算出した見積総額

（単価見積の合計額）を基礎として契約を締結する。ただし、契約期間中の支払額(精算額)
の合計は、委託上限額を超えないものとする。 

提案書とともに提出する業務見積書(様式２)に記載する見積金額(総額)は、委託上限額を
超えてはならない。 

 

４ スケジュール（予定）  

令和８年 ４月８日（水）  公募開始  

令和８年４月１５日（水）   質疑受付締切  

令和８年４月２２日（水）  質疑に対する回答予定  

令和８年４月３０日（木）   企画提案書等の提出締切  

令和８年５月１３日（水）  プレゼンテーション審査 

令和８年５月２０日（水）  プレゼンテーション審査結果の通知  



５ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、「プロポーザル参加申込書（様式１）」提出日におい

て、次に掲げる要件をすべて満たすこととし、受託候補事業者決定までの間に要件を一

つでも欠いた場合には、参加資格を取り消すものとする。 
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成

16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

（３）宮代町の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受

けていないこと。 

（４）宮代町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

（５）個人情報に関する社内規定があり、委託業務に関する情報を取り扱うパソコン等

には、アクセス制御等の管理ルールがあること。 

 

６ 失格に関する事項 

下記のいずれかの事項に該当するときは、参加資格を失う。 

（１）提案書等の提出日、提出場所、提出方法等が本要領の定めに適合しないとき。 

（２）提案書等に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

（３）提案書等の全部若しくは一部を提出しないとき、又は提案書等に記載すべき事項

の全部若しくは一部を記載しないとき。 

（４）審査委員や事務局職員などの関係者にプロポーザルに対する援助を直接若しくは

間接に求めたとき。 

（５）審査委員会に対する公正な審査を妨げたとき。 

 

７ 質疑・応答  

（１）提出方法   電子メールによる（様式は任意）。電話での質問には応じない。 

（２）提出期限   令和８年４月１５日（水）正午まで  

（３）提出先    宮代町住民課 国保・後期担当 

hoken@town.miyashiro.saitama.jp 

（４）回答方法   令和８年４月２２日（水）１７時までに町ホームページにて

回答を公開。  

  



 

８ 参加申込の手続き  

（１）提出書類   以下の書類を作成し提出のこと。  

ア プロポーザル参加申込書  （様式１）  １部  

イ 業務見積書        （様式２）  １部 

ウ 単価見積内訳書       （様式任意）  １部 

※見積内訳書は、仕様書別表２に沿って記載すること。 

エ 企画提案書        （様式任意）  ６部（A4・左綴じ） 

オ 個人情報保護・情報セキュリティ体制に関する確認書 

（様式任意）     １部 

（２）提出方法  持参又は郵送（宅配便可）とする。（公募期間内必着） 

郵便事故等については、これを考慮しない。  

（３）提出期日   令和８年４月３０日（木）１７時１５分まで 

（４）提出先   〒345-8504 宮代町笠原 1-4-1 

宮代町住民課 国保・後期担当  

 

９ 審査及び選定 

（１）日時  令和８年５月１３日（水）時間は別途通知 

（２）会場 宮代町役場２階 ２０２会議室もしくは２０３会議室 

（３）選定方法  プレゼンテーション審査 

全ての提案事業者のプレゼンテーション審査終了後、審査を行い、受託候補事業者

及び次点事業者を選定する。選定結果は５月２０日（水）までに文書により通知し、

町ホームページに公表する。 

なお、受託候補事業者が辞退等の際には次点の事業者を繰り上げる。  

（４）プレゼンテーションの時間等  

①プレゼンテーションの時間は１提案事業者当たり 40 分以内（提案 20 分、質疑 20

分を基本）とし、準備及び片付けは別に 5 分程度とする。  

②説明は、事前提出した企画提案書等の内容を基本とする。  

③出席者は１提案事業者当たり 3 名以内とし、うち 1 名は受託した場合における主 

担当者（委託業務責任者又は統括責任者）であること。  

④プロジェクター、スクリーンは町で用意するが、持ち込むことも可能。それ以外

の必要な機器については、提案事業者で用意すること。  

 

  



１０ 審査基準 

審査は次の基準により実施する。 
 
(1) 配点 

評価項目 評価内容 配点 
内容・企画 特定健診受診率向上に向け

ての提案内容 
45 

内容・企画 第３期データヘルス計画中
間評価の策定支援 

10 

業務実施体制 業務が安全かつ効率的に実
施できる体制と実績 

15 

見積金額 価格点 30 
合計  100 

 
上記「内容・企画」及び「業務実施体制」は、以下の観点を踏まえ総合的に評価する。 
 
勧奨対象者の選定方法及びグループ分け 
受診率向上のための工夫 
通知物のデザイン 
宮代町の現状に沿った提案 
報告方法、分析・検証、課題や改善策の提示方法 
事業理解・課題認識 
評価・分析方法の妥当性 
業務受託体制(必要な人員・技術の確保) 
個人情報保護及び安全対策・危機管理の適正性 
受診率向上対策の実績 
 
(2) 価格点(30 点満点)の算定 
見積金額は、仕様書に示す予定数量に基づき算出した見積総額(消費税及び地方消費税を含
む)とする。 
価格点(30 点満点)は次により算出する。 
見積総額が委託上限額×0.70 以下の場合: 30 点 
見積総額が委託上限額×0.70 を超え、委託上限額以下の場合: 
価格点 = 30 × (委託上限額 - 見積総額) / (委託上限額 - 委託上限額×0.70) 
なお、算出した価格点に 1 点未満の端数がある場合は、小数点以下を四捨五入する。 
 



 

１１ 注意事項  

（１）プレゼンテーション審査参加に係る費用は提案事業者の負担とする。 

（２）提出された提案書等は返却しない。 

（３）提出された提案書等は、審査目的以外には提案事業者に無断で使用しないが、

情報公開の請求により開示することがある。 

（４）参加申込書を提出後に参加を辞退する場合は、必ず辞退届を提出すること。 

（５）審査内容及び審査結果に関する異議の申し立ては受け付けない。 

 

１２ 問い合わせ先 

 宮代町住民課 国保・後期担当 

 〒345-8504 宮代町笠原 1-4-1 

 電話 0480-34-1111／FAX 0480-34-3396 

 Mail hoken@town.miyashiro.saitama.jp 


